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特定募集情報等提供事業者に対する業務改善命令について 

 

厚生労働省は、下記のとおり、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)に基づき、

特定募集情報等提供事業者に対して、本日、職業安定法第 48 条の３第１項に基づ

く業務改善命令を行った。 

 
記 

 

第１ 被処分者 

別添の一覧表に記載のとおり。 

 

第２ 処分内容 

職業安定法第 48 条の３第１項に基づく業務改善命令 

（業務改善命令の内容は第４のとおり） 

 

第３ 処分理由 

別添の一覧表に記載する特定募集情報等提供事業者は、 

１ 職業安定法第 43 条の５において、特定募集情報等提供事業者は、事

業概況報告書を提出しなければならないとされているが、令和７年６月

１日の時点における特定募集情報等提供事業の実施状況を記載した事

業概況報告書を、職業安定法施行規則(昭和 22 年労働省令第 12 号）第

31 条の３第１項に規定する提出期限を経過しているにもかかわらず、

これを提出することなく、 

２ これに対する職業安定法第 48 条の２の指導に従うことなく、 

３ また、職業安定法第 50 条第１項に基づき、報告を求めたにもかかわ

らず、これを提出することなく、 

報道関係者各位 



                                          

 
 

職業安定法の規定に違反したこと。 

 

 

第４ 業務改善命令の内容 

  令和７年６月 1 日の時点における職業安定法第 43 条の５の事業概況報告書

を提出すること。 

なお、事業概況報告書の提出は、電子政府の総合窓口 e-Gov 電子申請を通じ

て行うこと（https://shinsei.e-gov.go.jp/）。 

 

※職業安定法の関係条文は、別添をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                          

 
 

別添 

 
 
●職業安定法（抄） （昭和二十二年法律第百四十一号） 

（特定募集情報等提供事業の届出）  

第四十三条の二  特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところ

により、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出な

ければならない。 

②・③ （略） 

                        

（事業概況報告書の提出）  

第四十三条の五  特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行

う特定募集情報等提供事業の実施の状況を記載した事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に

提出しなければならない。 

  

（指導及び助言） 

第四十八条の二 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職業紹介

事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者

供給事業者及び労働者供給を受けようとする者に対し、その業務の適正な運営を確保するため

に必要な指導及び助言をすることができる。 

 

（改善命令等） 

第四十八条の三 厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集

情報等提供事業を行う者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに

基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があ

ると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべ

きことを命ずることができる。 

②・③ （略） 

 

（報告及び検査） 

第五十条 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めると

ころにより、職業紹介事業を行う者（第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行

う場合における特定地方公共団体を除く。）、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、

募集情報等提供事業を行う者（募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。）、

労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し、必要な事項を報告させる

ことができる。 

②～④ （略） 

 

●職業安定法施行規則（抄） （昭和二十二年労働省令第十二号） 

（法第四十三条の五に関する事項） 

第三十一条の三 特定募集情報等提供事業者は、毎年八月三十一日までに、事業概況報告書（様

式第八号の六）を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 

２ （略） 
 



厚生労働省

番号 届出受理番号 届出受理年月日 特定募集情報等提供事業者の名称 代表者の職氏名 事業主の所在地

1 51-募-001147 令和6年3月3日 株式会社アルセ 代表取締役  飯島　優 東京都江東区富岡1-26-9　solid minimal302

2 51-募-001163 令和6年3月22日 尾坂　和哉 尾坂　和哉 東京都台東区浅草5丁目19番7-502号　ベルグレード浅草

対象となる特定募集情報等提供事業者一覧表


